
錦 江 町 農 業 委 員 会 ８ 月 総 会 議 事 録 

 

○ 開催日時 平成２６年８月２０日（水） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町 庁議室 

○ 出席委員（２０人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ４番  水流 豊美 

〃       ５番  平原  栄 

〃       ６番  東郷 輝昭 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  黒瀬  正 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

欠席委員   なし 

事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子  書記 中野好太郎 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 ２、農業委員憲章朗読 

 ３、会長あいさつ 

 ４、新任委員あいさつ 

 ５、議 事 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 農業委員会議席の指定について 

  第３ 農業委員の担当地区の変更について 

  第４ 会務報告 

  第５ 附議事項 

     議案第１５号  錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）について 

議案第１６号  農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

     議案第１７号  農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

     議案第１８号  非農地証明願いについて 

     議案第１９号  農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しにつ 

いて 

  



議 長  只今より平成２６年度８月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の総会の出席は全員出席であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定

により、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に ４番 水流委員と５番 平原委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。 

議 長 次に、農業委員会議席の指定についてを議題とします。 

本釜委員の議席を、２０番としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、本釜委員の議席は２０番と決定しました。 

 

議 長 次に、農業委員の担当地区の変更についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

事務局 それでは説明いたします。 

本釜委員の選任に伴いまして、臨時会で定めました担当地区のうち、鳥越委員

の担当地区となっていました、本町・京町・栄町・塩屋・城ヶ崎・瀬戸山自治会

を本釜委員の担当地区としたいという案でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ただ今、事務局から農業委員の担当地区の変更（案）について説明がありまし

たが、皆様からのご意見はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

議 長 異議が無いようでありますので、このとおり担当地区を変更したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 



議 長 只今の会務報告について、質問はありませんか。 

全委員 （発言なし） 

議 長 無いようでございますので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

議案第１５号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）についてを

議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第１５号について説明をいたします。 

錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）でございますが、申請者は、

Ｓ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は、田代川原字上ノ平原３８４５番、地目は畑、地籍は１，０３１㎡で

すが、このうち２００㎡を農業用施設用地に用途変更するものです。 

この件の担当調査員は、１１番 元丸委員です。よろしくお願いします。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、調査報告を元丸委員お願いします。 

 

１１番 

元丸委員 

調査報告をいたします。 

８月１８日に、事務局とＴさん立ち合いのもとで現地調査を行いました。 

今回申請の用途区分変更ですが、農業用倉庫建設のための申請です。 

畑１，０３１㎡のうち倉庫、進入路等を含めまして２００㎡を用途変更するも

のです。 

この農業用倉庫建設は、現在の倉庫が町道改良舗装工事のために解体しなけれ

ばならなくなり、申請地に建設を予定されているものであります。 

付近の状況は、９頁の図面にありますとおり、周辺は畑でありますが、農業用

倉庫を建設しても何ら影響はないと思います。 

白桃さんについては、農地も良く管理されておりまして、今後も農業経営に意

欲を持っていらっしゃいますので、この用途区分変更については認めて良いと考

えています。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当委員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

これから、議案第１５号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）



についてを採決します。 

お諮りします。 

議案第１５号は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます・ 

したがいまして、議案第１５号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

議 長 次に、議案第１６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第１６号について説明いたします。 

 資料は１１頁になります。 

 受付番号２号の譲渡人は、Ｉ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、 

 神川字出水塚６５５０番１４、地目は畑、地籍は２，９４２㎡と、神川字出水

塚６５５０番１５、地目は畑、地籍は２，５９６㎡の２筆で、合計が５，５３８

㎡となっています。 

この件につきましては、農地中間管理機構の特例事業によりまして、鹿児島県

地域振興公社が取得希望者に代わって一定期間取得し、取得希望者は賃貸借によ

って耕作し、契約期間までに買い取るものですが、この農地の取得希望者はＮ・

Ｔさんで、５年後の取得を予定をされています。 

この件につきましての担当調査員は、１６番 黒瀬委員です。以上です。 

  

議 長 ただいま説明がありましたが、担当委員の調査報告をお願いします。１６番 

黒瀬委員 お願いします。 

 

１６番 

黒瀬委員 

報告いたします。この件については、平成２５年の２月にあっせん申し出が出 

た地でございます。私ども色々と当って見たんですけれども、なかなか受け手が

無いというようなことで、Ｎ・Ｔさんにおきましては従弟同士というようなこと

でございます。土地については、甘藷を植えた跡が「ホトクイ山」で荒れ放題と

いうようなことで、相当手も入れんといかんというような場所でございました。

そういう中でＴさんが従弟だということで綺麗に作ってあげるというようなこ

とでございまして、県の公社との関係の中で、お金に対しましては反当３１万６

千というようなことで、価格については若干安いんじゃないかという指摘もござ



いましたけれども、元の畑にするには相当手が掛かるというようなことでござい

まして、以上のようなことで、今後については公社との関係の中で協議するとい

うことでございます。以上です。 

 

議 長 ただいま、担当委員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、「議案第１６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定に 

よる農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を採

決します・ 

 お諮りします。 

議案第１６号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１６号は、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、「議案第１７号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は２４筆の利用集積計画についてを審議しなければな

りませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を２回に分けて行い、そ

の都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。                                                                                                                             

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第１７号のうち、受付番号１０３号から１１０号までを議題 

とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 



事務局 それでは、議案第１７号のうち、受付番号１０３号から１１０号までを説明い 

たします。 

 まず、受付番号１０３号の貸し人は、Ｋ・Ｈさん、Ｋ市在住の方です。 

 申請地は、 

神川字小フキ山７０７０番１、地目は畑、地籍は５，９２６㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年９月１日から平成３６年１２月１４日までで、小作料

金は３２，０００円となっています。 

 借り人は、Ｉ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員１名、従事者１名、小作地１１，８９０㎡で、生産牛を主

体とした経営をされております。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック、トラクター

各１台となっています。 

 担当調査員は、１番 宿利原委員です。 

 

 次に、受付番号１０４号、１０５号について説明いたします。 

 貸し人は、Ｏ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 申請地は、 

１０４号が、城元字平見５２５６番２、地目は畑、地籍は１，８１９㎡、 

 １０５号が、城元字平見５２５７番１、地目は畑、地籍は２，０６６㎡で、２

筆の合計が３，８８５㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年９月１日から平成３０年１２月１４日までで、小作料

金は全部で３０，０００円となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｓさんについては、お父さんの加勢をしいらっしゃいましたけれども、今回、

独立して就農をされるということでの申請です。 

経営状況は、世帯員１名、従事者１名、雇用が１名で２５０日、現在自作地、

小作地はありません。野菜を主体とした経営を予定されています。 

農業従事日数は２５０日、農業機械につきましては、当面は借用での耕作を予

定されています。 

担当調査員は、９番 安水委員です。 

 

次に、受付番号１０６号について、説明いたします。 

貸し人は、Ｒ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字滝ノ上５１４８番２、地目は畑、地籍は２，１２２㎡です。

貸付期間は、平成２６年８月２１日から平成３１年１２月１４日までで、小作 

料金は１４，０００円となっています。 

借り人は、Ｆ・Ｔさん、Ｍ町在住の方です。 

 経営状況は、世帯員５名、従事者２名、雇用が１名で１５０日、小作地１７，



９２７㎡で、花木を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック、管理機、草

刈機各１台となっています。 

 

次に、受付番号１０７号について、説明いたします。 

貸し人は、同じくＲ・Ｋさんです。 

申請地は、神川字寺ノ上４８３２番、地目は畑、地籍は９９７㎡です。 

貸付期間は、平成２６年８月２１日から平成２８年１２月１４日までで、小作 

料金は８，０００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地１０，００９㎡、小作地５０３

㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、コ

ンバイン、管理機、軽トラック各１台となっています。 

 

 次に、付番号１０８号、１０９号について、説明いたします。 

貸し人は、同じくＲ・Ｋさんです。 

申請地は、 

１０８号が、神川字井手ノ川３０１９番１、地目は田、地籍は１，１６６㎡、 

１０９号が、神川字原田３２２５番、地目は田、地籍は１，３５０㎡で、２筆 

の合計が２，５１６㎡です。 

貸付期間は、平成２６年８月２１日から平成３０年１２月１４日までで、小作 

料金は全部で３７，０００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員５名、従事者２名、自作地１８，５１５㎡、小作地１７，

００７㎡で、肉用牛を主体とした経営をされております。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、タイヤ

ショベル、ボブキャット、ロールベイラー、コンバイン、２ｔダンプ各１台とな

っています。 

  

次に、付番号１１０号について、説明いたします。 

貸し人は、同じくＲ・Ｋさんです。 

申請地は、神川字曲迫４９２３番１、地目は畑、地籍は１，９９２㎡です。 

貸付期間は、平成２６年８月２１日から平成３１年１２月１４日までで、小作 

料金は１４，０００円円となっています。 

借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、自作地１１，５３５㎡、小作地５，５

９８㎡で、緑化樹育成販売を主体とした経営をされております。 



 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、バックホー２台、３ｔ

ユニック車、トラクター、軽トラック各１台となっています。 

受付番号１０３号から１１０号までの、担当調査員は１３番 徳永委員です。

以上です。 

議 長  ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１０３号について、１番の私の方で説明いたします。 

 

１番 

宿利原委員 

Ｉ・Ｋさんですが、父が鹿屋から毎日Ｋさんの手伝いをしながら経営を行って

おります。錦江町の全ての条件を満たしておりますので、何ら問題は無いかと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 次に、受付番号１０４号、１０５号について、９番 安水委員お願いいたしま

す。 

 

９番 

安水委員 

このＳ・Ｋさんは３年前までは鹿屋に在住していたんですが、現在農業をやり

たいということで、錦江町に住所を移しております。近くでいつも農作業をして

いるのを見ているんですが、真面目に一生懸命やっている現在２９歳の若い青年

です。彼らがまた錦江町の農業を背負ってくれるんじゃないかと期待しておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、１０６号から１１０号までを、１３番、徳永委員お願いいたします。 

 

１３番 

徳永委員 

説明します、１０６号から１１０号までの物件は、貸し人のＲ・Ｋさんの叔母

さんが地権者でしたけれども亡くなられたもんですから、この土地の権利を協議

の結果このＲ・Ｋさんが引き継ぐことになりまして、既に契約していた分の再契

約、契約のやり直しという物件です。いずれも貸し付けの終了期間は、前の地権

者の方と契約していた期間をそのまま踏襲し、小作料金もそのままで行こうとい

うことでの物件です。ちなみに１０６号のＦさんは、しきみを生産しています。

１０７号はこの場所では露地野菜ですね。主に水稲を作付されていますけれど

も、露地野菜を作っています。１０８、１０９号のＫさんは、この場所では、水

稲及び飼料米を作られます。１１０号は植樹、緑化の樹木を生産する場所です。

いずれも既に何年も契約しておりますので、管理もしっかりされておりますか

ら、契約のし直しという内容だけですので何ら問題は無いと思います。 

以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 



ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、何か質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第１７号のうち、受付番号１０３号から１１０号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第１７号のうち、受付番号１０３号から１１０号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１７号のうち、受付番号１０３号から１１０号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第１７号のうち、受付番号１１１号から１２６号についてを議題と

します。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第１７号のうち、受付番号１１１号から１２６号について、説

明いたします。 

まず、受付番号１１１号について説明いたします。 

貸し人は、Ｋ・Ａさん、Ｎ自治会在住の方です。 

 申請地は、馬場字柳ケ迫３１３２番１、地目は畑、地籍は６，５３８㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年９月１日から平成３１年６月３０日までで、小作料金

は１０a当たり２５，０００円となっています。 

 借り人は、Ｔ・Ｙさん、Ｋ市在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地４３，５１５㎡、小作地２１，

０４５㎡で、お茶を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、摘採機、防除機、運搬車、

トラクター各１台となっています。 

 担当調査員は、１７番 鳥越委員です。 

 

 次に、受付番号１１２号から１２１号までを説明いたします。 

貸し人は、Ｓ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、 



１１２号が、神川字平内１４６５番、地目は畑、地籍は１９９５㎡ 

１１３号が、神川字平内１４６３番２、地目は畑、地籍は１１３０ 

１１４号が、神川字上榎木迫１４７０番１、地目は畑、地籍は４８９６㎡ 

１１５号が、神川字上榎木迫１４７０番１０、地目は畑、地籍は４３５０㎡ 

１１６号が、神川字川路中迫１６４４番１、地目は畑、地籍は４２０２㎡ 

１１７号が、神川字川路中迫１６５４番１、地目は畑、地籍は４４２１㎡ 

１１８号が、神川字川路中迫１６５４番３、地目は畑、地籍は１７４８㎡ 

１１９号が、神川字川路中迫１６６０番、地目は畑、地籍は２３０７㎡ 

１２０号が、神川字川路中迫１６９１番１、地目は畑、地籍は３８８６㎡ 

１２１号が、神川字川路中迫１７６２番１、地目は畑、地籍は１４２３㎡ 

で、１０筆の合計が３０，３５８㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年９月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作 

料金は全部で４００，０００円となっています。 

借り人は、Ｉ・Ｓさん、Ｋ在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者１名、自作地２，３５０㎡で、お茶を主体と

した経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械につきましては、えのき茶生産組合の共

同利用となっています。 

 

 次に、受付番号１２２号、１２３号について説明いたします。 

 貸し人は、Ｙ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、 

 １２２号が、神川字五ツ割１６３４番、地目は畑、地籍は１，７０６㎡、 

 １２３号が、神川字幸昌寺１６１６番１、地目は畑、地籍は１，７１９㎡で、

２筆の合計が３，４２５㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年９月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作 

料金は全部で１００，０００円となっています。 

 借り人は、１１２号からと同じ、Ｉ・Ｓさんです。 

 

 次に、受付番号１２４号から１２６号について説明いたします。 

 貸し人は、Ｋ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、 

 １２４号が、神川字平内１４６３番１、地目は畑、地籍は２，４２０㎡、 

 １２５号が、神川字平内１４６４番２、地目は畑、地籍は８４２㎡、 

 １２６号が、神川字平内１４６６番１、地目は畑、地籍は３，９７８㎡で、３

筆の合計は７，２４０㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年９月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作 

料金は全部で１００，０００円となっています。 



借り人は、１１２号からと同じ、Ｉ・Ｓさんです 

 受付番号１１２号から１２６号までの担当調査員は、２０番 本釜委員です。 

 以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１１１号について、１７番 鳥越委員、お願いいたします。 

 

１７番 

鳥越委員 

Ｔ・Ｙさんですけれども、この人は鹿屋市でお茶を経営されていて、認定農業

者でもあり、何ら問題は無いかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１１２号から１２６号までを、２０番 本釜委員お願いいたし

ます。 

 

２０番 

本釜委員 

報告いたします。 

借り人のＩ・Ｓさんは、Ｓ・Ｙさんの下で働いていらっしゃいましたが、Ｓさ

んがお茶の生産を辞められるとういうことで、Ｉさんが後を引き継いで生産をさ

れるということです。 

Ｙさん、Ｋさんの農地についても、Ｓさんが借りて耕作されていましたが、そ

の分も引き継いで耕作されるということです。 

 Ｉさんにつきましては、現在までもお茶の生産に携わっていらっしゃいました

ので、意欲・能力等については問題ないかと思いますので、皆さんの審議をよろ

しくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

９番 

安水委員 

ちょっと良く解らないところがありまして、Ｉさんが借りる分で、ＹさんとＫ

さんのところで借りている総面積からしたときに、すごくこの地代が面積の割に

はすごく違うような気がするんですけれども、こういうところは農業委員会では

考えなければいけないことなのか。 

 

事務局 面積というのがどうしても地籍の面積、公簿の面積なもんですから、耕作面積

ではないんですよね。耕作可能面積がどうしてもＫさんの方は少なくなるんです

よ。ちょっと法が高い所なんですが、Ｙさんの所は平面の２筆なんですよ。 

どうしても３筆と２筆で若干耕作面積が変わるということもありますし、高岸

があるので、その分面積が狭くなると。そういうのを含めて、それから形状です



ね。作業効率が悪くなったりしますので、植える面積も違ってきますし、そうい

う所で若干金額が、面積は倍だけれども金額は一緒ということです。 

農地の条件ですね。農地の条件が違いますので。 

 

議 長 他にありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第１７号のうち、受付番号１１１号から１２６号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第１７号のうち、受付番号１１１号から１２６号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１７号のうち、受付番号１１１号から１２６号につい

ては原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、「議案第１８号 非農地証明願いについて」を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第１８号 非農地証明願いについて」を説明いたします。 

受付番号３号の申請人は、Ｓ・Ｙさん、Ｍ町在住の方です。 

申請地は、田代麓字口ノ野５０６０番２２、地籍は２，２４４㎡、地目は台帳

では畑となっていますが、現況は山林化しております。 

次の受付番号４号の申請人は、Ｎ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字口ノ野５０６０番２３、地籍は３，１３６㎡、この土地に

つきましても地目は台帳では畑となっていますが、現況は山林化をしている所で

ございます。 

この２件につきましては、１８日に立ち合いを求め、基委員、東郷委員、事務

局３名で、現地調査を行ったところです。 

この２件につきましては、地目変更後に売買が予定されているようでございま

す。 

担当調査委員は、受付番号３号、４号、共に、２番 基委員です。 

よろしくお願いします。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、２番 基委員の調査報告をお願いい

たします。 

 

２番 

基委員 

 先ほども説明がありましたけれども、１８日の午前９時３０分からほぼ１時間ぐ

らいに亘って現地で調査をして参りました。その結果、山林化とおっしゃいました

けれども、完全な山林でございました。そういうことで、非農地ということで認め

なければいけないのかなぁという結論に達しました。以上です。場所的には荒西林

道の国有林との境で、イノシシが出るようなところでした。そういうことで山林と

いうことで確認しました。終わります。 

 

議 長 ただいま、担当調査委員の調査報告がありましたが、質疑ありませんか。 

 

５番 

平原委員 

 何年ぐらいなるんですか。 

２番 

基委員 

 ５０年ぐらいです。杉を植えられて５０年ぐらいになります。 

19番 

鈴 委員 

 場所をもう少し。 

２番 

基委員 

 Ｓの集落から、国道４４８の所から荒西山の山裾です。山裾の国有林との境です。

そういった地形です。この右上にあるこれはＡブロイラーのある所で、この左側が

ＯファームといってＯさんがやっていました豚小屋、その下と左下という感じにな

ります。 

 

事務局  Ｓトンネルを過ぎて、平坦地になるところから左側に入って行って頂いて、ほぼ

突き当りになります。 

 

議 長  他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、「議案第１８号 非農地証明願いについて」を採決します。 

お諮りします。 

議案第１８号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、「議案第１８号 非農地証明願いについて」は原案のとおり

決定しました。 

 

議 長 次に、「議案第１９号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の 

見直しに係る意見について」を、議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 この件につきましては、錦江町長から農業委員会に対しまして、錦江町農業経

営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しにつきまして意見を求めら

れているものでございます。 

 それでは、この新旧対象表の資料を出して頂きたいと思いますが、これに基づ

いて説明をいたします。 

 今回の変更の主なものは、認定新規就農者、つまり新規就農給付金を受給する

者の目指すべき経営指標及び支援策等について新たに定めたことと、農地保有合

理化事業に代わり、農地中間管理事業が創設されたことに伴う変更が主なもので

す。 

 あと、字句の変更等も行われたところです。 

 赤字に赤のアンダーラインが引いてある部分が変更された部分です。 

 主なものだけを説明させて頂きます。 

 改正後の３ページの方をご覧ください。 

６番目として新規就農者の確保に係る目標等を記載したところですが、下から

３行目、錦江町は青年層に農業を職業として選択してもらえるよう、将来(農業

経営開始から５年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、新たに農業経営を

営もうとする青年等の育成・確保を図って行くものとするとして、４頁の３行目

からですが、国・県の新規就農確保目標を基に、錦江町においては概ね年間５人

程度の青年等の確保を目標とし、雇用の受け皿となる法人を７年間で７法人程度

増加させることを目標とするとしております。 

年間労働時間、農業所得に関する数値目標として、年間労働時間は認定農業者

の目標と同じ年間２０００時間程度としまして、農業所得の目標を、主たる農業

従事者１人当たり１７０万円程度とし、各関係機関が重点的な指導を行うなどし

て、将来的には認定農業者へ誘導するものとしています。 

次に、改正後の１３頁をご覧ください。１３頁から１７頁までは、新規就農者

が目標とすべき農業経営の基本的指標ということで、営農類型ごとに記載してあ

りますが、経営規模等につきましては、認定農業者の目標の５割から７割程度の

規模となっています。営農類型ごとに目標とすべき指標を定めたところでござい

ます。 

次に、改正後の１８頁をご覧ください。１８頁の方では、担い手となる農家等



に対する農地集積目標ということで、以前は６０％としておりましたけれども、

平成３２年度までに６０％、平成３５年度までに７０％を目標としています。国

の方では鹿児島県に対しましては、この割合を９０％という数値目標を示してい

る訳ですけれども、必ずしもそこに縛られる必要はないというようなことでござ

いまして、７０％を出来るだけ９０％に近づけて行くということで目標とする、

集積化に努めるということで定めるところでございます。 

次に  改正後の２９頁をですが、８番目に、新たに農業経営を営もうとする青年等

の育成・確保に関する事項としまして、（１）の方に、新たに農業経営を営も

うとする青年等の確保に向けた取り組みとしまして、アとして受入環境の整備

ということで、振興局、農協等と連携しながら就農相談会を開催し、就農希望

者に対して町内での就農に向けた情報等の提供を行う。また、町内の農業法人

や先進農家等と連携して、研修生の受け入れを行うこととしております。イと

しまして、中長期的な取り組みとしまして、生徒・学生が将来の進路の選択肢

の一つとなるように関係機関と連携を図りながら、各段階での取組を行ってい

く。具体的には生産者との交流の場を設けたり、農業体験ができる仕組み作り

を行う事で農業に関する知見を広めるとしております。 

（２）として、新たに農業経営を営もうとする青年等の定着に向けた取組と

して、アとしまして、農業者に関する情報の共有と一貫した指導支援というこ

とで、担い手台帳を作成しまして、研修や営農指導により当該青年等の営農状

況を把握し、支援を効率的かつ適正に行うことができる体制づくりを行うとい

うことでございます。イとしまして、就農初期段階の地域全体でのサポートと

しまして、新規就農者が地域内で孤立しないように、町が主催する研修会等へ

の参加を促すとともに、町認定農業者連絡協議会等との交流の機会を設けると

しております。ウとしまして、経営力向上に向けた支援ということで、経営の

ノウハウを習得できる交流研修等の機会の提供などによりきめ細やかな支援を

行うとなっています。エとしまして、青年等就農計画作成の促進及び指導と農

業経営改善計画作成への誘導ということで、青年就農給付金や青年等就農資金、

経営体育成支援事業等の国の支援策や県の新規就農関連事業を効果的に活用し

ながら経営力を高め確実な定着へと導く。そして認定農業者への誘導を行うと

いうふうになっております。 

（３）としまして、関係機関等の役割分担ということで、就農後のフォロー

アップについては、大隅地域振興局、鹿児島きもつき農協、町認定農業者連絡

協議会、指導農業士会等、農地の確保については農業委員会、農地中間管理機

構など、各組織が役割を分担しながら各種取組を進めるということになってい

ます。 

３４頁ですが、この基本構想については、平成２４年３月に定めたものを今

回見直すわけですが、この見直しについては平成２６年９月３０日に施行とな

っているところでございます。 

主な分だけ説明をいたしました。以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、何か質問・意見等はありませんか。 

 

２番 

基 委員 

この中間管理機構というのは、もう起動しているんですか。 

いま話しが出たんだけれども、どのような状態ですか。 

 

事務局 中間管理機構につきましは、もう現在動いてはいます。農地の集積で中間管理

機構に預けるということなんですけれども、薩摩半島の南薩あたりはだいぶ進ん

でいまして、けっこう中間管理機構の方に上がって来ています。北薩から大隅半

島にかけては、未だそこまでは上がって来ていないという状況です。 

錦江町につきましては、上部地区をモデル地区といたしまして、それからモデ

ル地区ではないんですけれども、重点推進地域として池田団地、肝南でした、あ

そこを重点地区として推進をして行こうということで、産業振興課の方で８月中

に説明会をしたいということでしたけれども、未だそこまで行ってなくて、多分

９月に説明会をしながら地域の同意を得ながら上げたいという考えでございま

す。この前も振興局との意見交換会があったんですけれども、とにかく書類が多

すぎて難しいという話しで、県の方でも中間管理機構の方に簡素化にならないか

ということで、いま申し入れをしているところです。 

 

２番 

基 委員 

そういうことが進んで行かないと、ほとんど理解していないもんで。 

 

事務局 これは目標ですので、そういう周知等も図りながら進めて行きたい。とにかく

地域の同意が無ければ集積金等も無い訳ですから。 

 

10番 

牧原委員 

実際ですよ。中間管理機構の入札等に参加するためには、いま認定農家という

形であるけれど、中間管理機構に登録をしないといけない訳でしょう。 

 

事務局 

 

先ず、貸し出したい土地を登録します。そしてその土地を借りたいという申し

出をしなければなりません。その借りたい土地と借りたい人の審査をしなければ

ならない。この人が確実に土地を耕作して行けるのかとういのをば。町が土地利

用計画というのを作らなければいけないんですけれども、基本的には誰でも借り

られる。ただそこには能力とかあるのかどうか、実際経営して行けるのかどうか

というのはまた審査をしなければならない訳です。 

 

10番 

牧原委員 

基本的には誰でも借りられる。元々は中間管理機構というのは誰でも借りられ

るんじゃなくて、一定規模の人しか借りられないというのが一番最初の中間管理

機構の構想でしたよ。誰でも良いということ。 

 



事務局 結局、誰でも手を挙げられるということです。だだそこで、この人はとてもじ

ゃないけれども経営はできないとか、そういうのはまた別に審査をしなければな

らない。 

 

10番 

牧原委員 

じゃぁ仮に公募をする場合には、公募の方法はどうするわけ。 

 

事務局 公募はですね。申込用紙とインターネットで申込みできます。中間管理機構の。 

 

10番 

牧原委員 

公募はもうインターネットだけ。 

農業委員会は農業委員会で、公募が出ましたとして出すわけですか。 

普通の人には解らない訳ですよ。公募が出たというのは。 

 

事務局 基本的にはですね。町がこの土地が中間管理機構に申し込みがありましたよと

いうのをどこかに張り出して一般公募するというのは無いです。 

あくまでも中間管理機構がインターネット上で公開するんですよ。そしてその

情報を農業委員会なり、産業振興課に来て見ることはできます。見てこの土地を

借りたいなというのは、申込用紙はまた別にありますから出すという形になりま

す。 

 

１番 

宿利原委員 

貸したい土地が名義変更が済んでいるか、登記簿謄本、印鑑証明とかそういう

のを付けて出さないといけないから、貸す人がそこまでして貸すかということな

んですよ。 

 

19番 

鈴委員 

経営計画とか、いろんなのも書いてから応募しなければならないんでしょ。 

 

事務局 結局、その審査をするためには経営改善計画書等が必要となります。 

 

２番 

基委員 

利用価値のある良い農地しか利用できないわけでしょ。 

 

１番 

宿利原委員 

山ん中は借りずに、良い所ばかり借りるということです。 

 

10番 

牧原委員 

だから、荒れているという所は受け付けないと言ったがな。中間管理機構が。 

 

８番 

寺田委員 

借り手がいるようなところじゃないと預からないということでしょ。 

 

１番 

宿利原委員 

１０人が１０人借りるというような所でないと預からないということです。 

 



事務局 利用権設定もこれから３通りになるわけですね。３条と経営基盤と中間管理機

構の。中間管理機構でした場合に、地域の集積協力金とか経営転換協力金である

とか、そういうお金が出るので、そういう乗せられるものは乗せて、ちょっとで

もお金を落とすというのが一つはありますけれども。 

 

16番 

黒瀬委員 

中間管理機構もなんだけれども、その耕作放棄地解消事業に乗したのはどうな

るの。 

 

事務局 解消事業は名称を変えて、若干内容を変えてあります。 

ただ、来年度以降もあるかどうかは未だわからないです。 

 

16番 

黒瀬委員 

いま申請があった分については、出来るということですね。 

 

事務局 それで中間管理機構に預けるとしたら、その解消事業で解消して農地に帰った

後に預けてくださいということです。 

 

５番 

平原委員 

いま契約をしている分を預けるときは、解約しなければならないの。 

 

事務局 中間管理機構に預けて契約する場合は、現在何らかの契約をしていますよ。中

間管理機構との契約ができた告示がされるわけですが、その前日に合意解約をし

て下さい。告示があった日から新しい契約となります。 

 

議 長 本題に戻りますが、議案第１９号について何か質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 無いようですので、議案第１９号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想の見直しについては、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長  異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１９号については、原案を承認する旨の意見書を提出 

いたします。 

 



議 長 以上で、平成２６年８月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

  

会 長 
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